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岬荘指定居宅介護支援重要事項説明書 
 
当事業所は利用者に対して指定居宅介護支援のサービスを提供します。契約を締結する前に

知っておいていただきたい事業所の概要や事故発生時の対応・苦情処理の体制・その他、契約

上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

1 指定居宅介護支援のサービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人唐津福祉会 

代 表 者 氏 名 理事長 渡邊 尚 

事 業 者 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

佐賀県唐津市千代田町 2566番地 11 

ＴＥＬ：0955-53-8822 ＦＡＸ：0955-53-8833 

法人設立年月日 平成 19年 6月 1日 

 

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 岬荘 居宅介護支援センター 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
４１７１４００１７１ 

事 業 所 所 在 地 佐賀県唐津市肥前町鶴牧１０６番地１１ 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 

ＴＥＬ：0995-58-8840 ＦＡＸ：0955-54-2218 

介護支援専門員 井上 優慶 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
唐津市肥前町・松浦市鷹島町 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

社会福祉法人唐津福祉会が開設する居宅介護支援センターの指定居宅

介護支援（以下「居宅介護支援」という。）の事業運営及び利用について

必要な事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とします。 

運 営 の 方 針 

１ 居宅介護支援は、要介護状態等となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。 

２ 居宅介護支援は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に

応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配

慮して行うものとする。 

３ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重

し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービ

ス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ること

のないよう、公正中立に行います。 

４ 事業の運営にあたっては、市町村等保険者（以下「保険者」という）、

地域包括支援ンター、他の居宅介護支援事業者及び介護保険施設等と

の連携に努めます。 

５ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行



 

２ 

 

うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

６ 法第 118条の二第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4) 事業所の職員体制 

管理者（氏名） 井上 優慶 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管
理
者 

1 職員の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行います。 

2 職員に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行い

ます。 

１人 

介
護
支
援

専
門
員 

1 居宅介護支援業務を行います。 ４人 

 ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

3 利用施設等で併せて実施する事業 

事業の種類 
唐津福祉会施設での実施事業（〇） 

浜玉荘 栄荘 作礼荘 潮荘 岬荘 宝寿荘 

特別養護老人ホーム 〇 〇 〇 〇 〇   

ユニット型 〇     〇 

居 宅 

短期入所生活介護 

(介護予防短期入所生活介護) 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 

通所介護 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

訪問介護 〇 〇 〇   〇 

日常生活

支援総合

事業 

通所介護相当サービス 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

通所介護Ａ型サービス 〇 〇 〇 〇 〇  

訪問介護相当サービス 〇 〇 〇   〇 

認知症対応型共同生活介護 
〇 

２ユニット 

〇 

１ユニット 

 

 

〇 

１ユニット 

休止中 

１ユニット 

 

 

小規模多機能型居宅介護  〇 〇    

営 業 日 毎週月曜日から金曜日まで（年末年始は休業） 

営 業 時 間 
午前８時３０分から午後５時３０分 

電話により、２４時間連絡が可能な体制 



 

３ 

 

居宅介護支援事業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ケアハウス   〇    

住宅型有料老人ホーム   〇    

 

4 居宅介護支援サービスの提供方法及び内容 

計画の作成 
指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、居宅サー

ビス計画書を利用者の希望に沿って作成します。 

問い合わせ又は 

利用申込み方法 

指定居宅介護支援の提供に関する問い合わせ又は利用申込みは、電

話、文書、事業所への来所により受け付けます。 

提供拒否の禁止 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒否はいたしません。 

サービス提供 

困難時の対応 

事業の実施地域によっては、自ら適切な指定居宅介護支援を提供す

ることが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者

の紹介その他の必要な措置を講じる場合があります。 

受給資格等の 

確認 

指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その人の提示する

被保険者証（資格者証を含む）によって、被保険者資格、要介護認

定又は要支援認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確認さ

せてもらいます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに

当事業者にお知らせください。 

要介護認定申請 

に係る援助 

・指定居宅介護支援の提供に際し、要介護認定等の申請が既に行われ

ているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者

の意思を踏まえて要介護認定の申請の援助を行います。 

・要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要

介護認定等の有効期間の満了日の 30 日前には行われるよう、必要

な援助を行います。 

介護支援専門員 

の身分証の提示･ 

訪問頻度の目安 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者ま

たはその家族等から提示を求められた時は、いつでもこれを提示し

ます。また、特段の事情がない限り、少なくとも１月に１回利用者の居

宅を訪問し、利用者及びその家族等に面接し実施状態の把握を行いま

す。 

 

5  居宅サービス計画（ケアプラン）作成にあたって 

利用者は、居宅サービス計画（ケアプラン）作成にあたって、担当職員に対し、複数の指

定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。また、居宅サービス計画（ケアプ

ラン）原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能で

す。 

 

6 利用料及びその他の費用 

（１）法定給付 

区   分 利用料 



 

４ 

 

法定代理受領の場合 
介護報酬の告示上の額 

  （自己負担はありません。） 

法定代理受領でない場合 

介護報酬の告示上の額 

 （一旦全額を負担して頂きます。但し、後日自己負担分を差 

 し引いた金額を、介護保険から払い戻しが受けられます。） 

                             

※告示上の額（月額）  

区 分 金 額 区 分 金 額 

居宅介護支援費 

（要介護度１・２） 
１，０８６円 

入院時情報連携加算

（Ⅰ） 
２，５００円 

居宅介護支援費 

（要介護度３．４．５） 
１４，１１０円 

入院時情報連携加算

（Ⅱ） 
２，０００円 

初回加算 ３，０００円 
特定事業所 

加算（Ⅱ） 
４，２１０円 

退院退所 

加算（Ⅰイ） 
４，５００円 

退院退所 

加算（Ⅰロ） 
６，０００円 

退院退所 

加算（Ⅱイ） 
６，０００円 

退院退所 

加算（Ⅱロ） 
７，５００円 

退院退所 

加算（Ⅲ） 
９，０００円 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 
２，０００円 

通院時情報 

連携加算 
５００円 

ターミナルケア 

マネジメント加算 
４，０００円 

 

*介護報酬の改定等、介護給付費の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更す

る事が出来るものとします。 

 

7 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合 

  利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を

当該病院又は診療所に伝えるよう利用者に協力を求めます。なお、実効性を高めるため、日

頃から担当職員の連絡先等を介護保険被保険証や健康保険被保険者証、お薬手帳と合わせて

保管することをお勧めします。 

 

8 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長 増田勉 

虐待防止に関する担当者 介護支援専門員 井上優慶 



 

５ 

 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決体制を整備しています。 

（4）職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5）サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（現に養護している家族等、親族及び同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。 

 

9 秘密保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族等に関する

秘密の保持について  

① 事業者は、利用者又はその家族等の個人情報につ

いて「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「職員」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者

又はその家族等の秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、職員に、業務上知り得た利用者又はそ

の家族等の秘密を保持させるため、職員である期

間及び職員でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容と

します。  

個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族等の個

人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族等の個人情

報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族等に関する個人情

報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的

記録を含む。）については、管理者の注意をもって

管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止

するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に

際して複写料などが必要な場合は利用者の負担と

なります。)  
 
10 個人情報の使用 
  当事業所が行う業務（居宅サービス計画の作成サービス担当者会議等）の実施にあたり、
利用者の状況を把握する必要があるときは、必要最小限の範囲内で次に掲げる個人情報を指
定介護サービス事業者又は主治医その他これらに関係する者に提示します。 

（1）氏名、住所、健康状態、既往歴、家族状況等の居宅介護支援を行うための必要最小限の利



 

６ 

 

用者又は家族に関する情報 
（2）認定調査、主治医意見書、介護認定審査会による判定結果・意見 
（3）その他必要な情報 
 

11 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、保険者、利用者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

事業所が加入する損害保険により速やかに損害賠償を行います。 

【市町村（保険者）の窓口】 

唐津市役所 健康づくり部 

介護保険課 指定・指導係 

所 在 地 佐賀県唐津市西城内 1番 1号 

電話番号 0955-53-8021(直通) 

受付時間 8：30～17：15(土日祝は休み) 

 

12 記録の整備 

  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備

し、サービス提供を完結した日から２年間保存します。 

 

13 サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族等からの相談及び苦情を受け付

けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

 

(2) 苦情申立の窓口 

岬荘居宅介護支援センター 

担当 井上 優慶 

所 在 地 佐賀県唐津市肥前町鶴牧 106番地 11 

電話番号 0955-58-8840 

ﾌｧｯｸｽ番号 0955-54-2218 

受付時間 8：30～17：30 

唐津市市役所 健康づくり部 

介護保険課 指定・指導係 

所 在 地 佐賀県唐津市西城内１番１号 

電話番号 0955-53-8021 (直通) 

受付時間 8：30～17:15（土日祝は休み) 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

情報・介護課 介護保険係 

所 在 地 佐賀県佐賀市呉服元町 7番 28号 

電話番号 0952-26-1477 

受付時間 8：30～17:15（土日祝は休み） 

佐賀県福祉サービス 

運営適正化委員会 

所 在 地 佐賀県佐賀市天神 1丁目 4番 15号 

電話番号 0952-23-2151 

受付時間 8：30～17:15（土日祝は休み） 

 
佐賀県健康福祉部 

長寿社会課 

所 在 地 佐賀県佐賀市城内 1丁目 1番 59号 

電話番号 0952-25-7054 

受付時間 8：30～17:15（土日祝は休み） 

・受理した苦情については、唐津福祉会苦情対応規程に基づき、公正に円滑に解決するように

努めます。 

 

 



 

７ 

 

14 岬荘居宅介護支援センターご利用にあたっての留意事項 

カスタマーハラスメン

ト（ご利用者様やその

ご家族などからの暴言

や暴力・悪質なクレー

ム等の迷惑行為） 

お客様と職員の良好な関係を築くために厚生労働省の指針に

基づきカスタマーハラスメントに取り組んでいます。カスタ

マーハラスメントが行われた場合は、サービスの提供等をお断

り、または中止する場合があります。カスタマーハラスメント

が繰り返される場合や予見される場合には、他ご利用者及び職

員を保護するため事前予告なく録画・録音等を行う場合があり

ます。 

 

15 サービスの第三者評価の実施状況について 

  実施していません。 

 

16 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

上記内容について、サービス提供の開始に際し、本書内容に基づき説明を行いました。 

事

業

者 

事 業 所 名 岬荘居宅介護支援センター 

説 明 者 氏 名  

  

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受

けました。 

利用者 

住 所  

氏 名  

署名代行人 

住 所  

氏 名  続柄  

代行の理由  

家族代表等 

住 所  

氏 名            続柄  

 


